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研究要旨： 
水道水質に関する農薬類、化学物質の管理向上に資するため、実態調査及び情報収集を行

った。平成 24 農薬年度（平成 23 年 10 月～平成 24 年 9 月）の農薬製剤総出荷量は約 23 万
t で前年とほぼ同量であった。平成 24 農薬年度における農薬の用途別出荷量は用途別の農
薬製剤出荷量は殺虫剤：83578t，殺菌剤：43606t，殺虫殺菌剤：20991t、除草剤：71423t で
あった。平成元年比で見ると，殺虫剤が約 46%、殺菌剤は 44%，殺虫殺菌剤約 35%、除草
剤 48%であり、全出荷量で見ても約 44%と農薬の使用量が減少しているが、前年比で比較
すると殺虫殺菌剤が 101%、除草剤が 105%となり、剤によっては増加に転じている。登録
農薬原体数は平成 26 年 3 月現在 561 種であり，近年増加傾向にある。 
分科会及び協力の 14 水道事業体の実態調査結果から農薬検出濃度、検出頻度及び検出指

標値（Σ 値）の集計を行ったところ、河川水 46 種、原水 88 種、浄水 26 種の農薬が検出さ
れた。原水では、ベンタゾン（176 回）、ブロモブチド（154 回）、イソプロチオラン（89 回）、
プレチラクロール・ピロキロン（78 回）、浄水では、ブロモブチド（66 回）ベンタゾン（64
回）、プレチラクロール（30 回）、ピロキロン（29 回）、トリシクラゾール（22 回）の検出
回数が多かった。水稲適用の除草剤で使用量が増えているテフリルトリオンも検出された。
原水ではモリネート、浄水ではブロモブチド、ピラクロニルの検出指標値への寄与が高い。
河川水では、検出最大濃度が 1µg/L を超えた農薬はピロキロン、ブロモブチド、ジノテフ
ラン、ベンタゾン、2,4-D の 5 農薬であった。ジノテフランは今回の改正で対象農薬リスト
掲載農薬類にリストアップされた農薬であり、今後、調査が進むにつれてより詳細な実態
が明らかになると考えられる。検出回数で見るとベンスルフロンメチル、ベノミル、イミ
ダクロプリド、ブロモブチドデブロモも比較的検出回数が多かった。個別検出指標値では
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ピロキロン、フェニトロチオンが最大値で 0.1 以上の値を示したが、特に高い数値は見られ
なかった。いずれの農薬もこれまでの検出実績がある農薬で大きな傾向の変化見られなか
った。 
水道統計をもとに、H21 年度における全国の水道事業体の農薬の検査体制について解析を

行ったところ、全対象水道事業 1554 件のうち、原水における農薬の測定事業数は 644 件、
検出水道事業数は 175 件（27%）であった。原水での検出農薬数では、1 種類であった事業
数が 62、2 種が 31、3 種が 26 であり、以下順に減少傾向であった。年間測定回数が多いと
10 種以上の農薬が検出される場合もあり、測定回数が多いと農薬が検出される率が高くな
った。 
農薬出荷量，畑地に対する出荷量，水田に対する出荷量、土地面積、降水量、土壌中での

吸着性・土壌と水中分解性に関するスコア値、ADI の項目を使い、どの指標の組み合わせ
を用いた場合が最も効率よく監視農薬を選定できるか検討した。その結果、指標 C4(畑地出
荷量/ADI/降水量)の地域最高値と指標 C8(水田出荷量×10^（スコア A+スコア B-6）/ADI/降
水量)の地域最高値の組み合わせを用いた場合が最も効率よく監視農薬を選定できることが
分かった。用途別の検出可能性を考慮した効率的な監視農薬の選定が行えるとともに，そ
れによる適切な水質管理への寄与が期待できる。 
新しい農薬として使用量が急激に増加しているネオニコチノイド系農薬について、神奈

川県の都市河川流域の調査を実施したところ、テブコナゾール（99%）、オリサストロビン
（E）（55%）、テフリルトリオン（34%）、オリサストロビン（Z）（33%）、ブロマシル（32%）、
アメトリン（23%）、ジノテフラン（20%）、ピリミノバクメチル（E）（20%）の 8 農薬が検
出率 20%以上と比較的高い頻度で検出された。 
アセタミプリド、イミダクロプリド、チアクロプリド、ニテンピラム、クロチアニジン、

チアメトキサム、ジノテフラン、フィプロニル、エチプロール、フロニカミドの 10 種の殺
虫剤を対象としヒト肝がん由来の HePG2 細胞、およびラットの副腎髄質由来の褐色細胞腫
PC12 細胞を用いた評価を実施した。LDH アッセイによる細胞膜障害性については、数条件
下をのぞき、最大作用濃度である 1mg/mL においても細胞膜傷害作用を示すことはなかっ
た。細胞膜阻害作用を示した場合も、10%以上の細胞膜傷害性を示さなかったことから、本
年度実施した物質と作用条件では、細胞膜を傷害する作用は認められないと考えられた。 
これまで水質事故の原因となった化学物質について、リスト化を行ったところ、ヘキサメ

チレンテトラミン、シクロヘキシルアミン、3,5-ジメチルピラゾール、フェノール類、硫酸
アミド等塩素との反応性が高く、分解物や異臭の原因となる物質、塩素酸・過塩素酸など
の陰イオン、界面活性剤・油等活性炭に吸着しやすい物質が挙げられた。今後一層の情報
収集を行う予定である。 

 
 
Ａ．研究目的 
水道水源で使用される化学物質・農薬の状

況を把握し、水道の水質管理の向上に資する
ため、実態調査を実施し、検出傾向の解析を
行った。特に水源となる流域に開放的に使用
される化学物質として量が多い農薬について
重点的に解析を行う。 
水田使用の農薬と非水田使用の農薬の出荷

量を算出し、それぞれの出荷量に基づく検出
可能性を表す指標を作成するとともに，より

効率的な監視農薬の選定方法を検討した。 
また、近年の使用量の増加しているネオニ

コチノイド系農薬について、実態調査に関す
る検討、実態調査、浄水処理性に関する検討、
様々な反応生成物を含むバイオアッセイ手法
に関する検討を行った。 
 農薬以外の化学物質については、過去の事
故事例等の情報収集を行い、検出状況に関し
て検討を行うと共に、化学物質の管理のあり
方について提案を行う。 
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Ｂ．研究方法 
1)農薬の使用量推移等に関する検討 
我が国における農薬使用実態に関する統計

情報は（社）日本植物防疫協会が出版する農
薬要覧にまとめられている。これまで農薬要
覧の発刊後，記載されている都道府県別農薬
製剤出荷量と各農薬製剤の原体含有率から都
道府県別の農薬原体出荷量の算出を行い，水
道水源における監視農薬の選定の基礎資料を
作成してきた。本年度も，農薬要覧 2013 に記
載されている農薬製剤別都道府県別出荷数量
と登録農薬情報（農薬製剤に含まれる農薬原
体の種類と割合）から農薬原体別都道府県別
出荷量を算出した。 
2)農薬類実態調査結果の解析 
分科会の 14 水道事業体の実態調査結果か

ら農薬検出濃度、検出頻度及び検出指標値（Σ
値）の集計を行った。 
3)各水道事業体における農薬実態調査の解析 
農薬類の測定結果について、各地域での使

用状況、土地利用状況、用途、天候等により
検出状況の考察を行った。 
4)水道統計を用いた農薬の測定体制と検出状
況について 
農薬の出荷量以外に、農薬類の測定体制と

検出状況の関連性を解析するために、水道統
計を用いて農薬測定実態を解析した。 
5)用途別出荷量、分解性等による検出可能性
に関する検討 
 平成 24 年度時点の水質管理目標設定項目
であった農薬類の第１群（102 種），第２群（26
種），第３群農薬（77 種）に加え，近年出荷
量が増加傾向にあるものなど 31 種を含めた
236 物質を監視農薬選定の対象とし、 (A) 出
荷量と適用作物 (B) 農薬の吸着性・分解性 
(C) 一日最大許容摂取量 (D) 地域性を考慮
した解析を行った。用途別出荷量、分解性の
指標にも着目し、より高効率で監視農薬を選
定する方法を検討した。 
6)新規農薬の実態調査 
 ネオニコチノイド系農薬の実態調査を行う
に当たり、測定方法、測定地点等に関する検
討を行った。 
7)新規農薬の実態調査と浄水処理性に関する
検討 

 神奈川県の都市河川流域を対象に、ネオニ
コチノイド系農薬の実態調査を行い、変動等
に関する考察を行った。 
8)新規農薬の安全性評価手法に関する検討 
クロロピリジル環を持つアセタミプリド、

イミダクロプリド、チアクロプリド、ニテン
ピラム（クロロニコチニル系薬剤）クロロチ
アゾール環を持つクロチアニジン、チアメト
キサム（チアニコチニル系薬剤）、ジノテフラ
ンの、ネオニコチノイド系殺虫剤 7 農薬と、
ネオニコチノイド系農薬に分類されていない
が、構造が類似していることから EU の規制
8 成分に含まれるフィプロニル、フェニルピ
ラゾール系殺虫剤に分類されているがフィプ
ロニルと構造が類似し神経毒を示すエチプロ
ール、ピリジンカルボキシアミド系殺虫剤に
分類されているが構造に類似点の多いフロニ
カミド、以上 10 種の殺虫剤を対象としヒト肝
がん由来の HePG2 細胞、およびラットの副腎
髄質由来の褐色細胞腫 PC12 細胞を用いた評
価を実施した。 
9) 水質事故原因物質に関する検討 
規制項目以外の化学物質等について、水質

事故事例などの収集を行い、水質事故の原因
となった化学物質の特性等について考察を行
った。 
10) 水道統計等における水質測定頻度の検討 
今後のモニタリング結果の評価にあたり、

水質変動に関する解析を行うため、測定頻度
と測定値の関係に関する予備的な検討を行っ
た。 
 
Ｃ．研究結果及びＤ．考察 
1)農薬の使用量推移等に関する検討 
 平成 24 農薬年度（平成 23 年 10 月～平成
24 年 9 月）の農薬製剤総出荷量は約 23 万 t
で前年とほぼ同量であった。平成 24 農薬年度
における農薬の用途別出荷量は用途別の農薬
製剤出荷量は殺虫剤：83578t，殺菌剤：43606t，
殺虫殺菌剤：20991t、除草剤：71423t であっ
た。平成元年比で見ると，殺虫剤が約 46%、
殺菌剤は44%，殺虫殺菌剤約35%、除草剤48%
であり、全出荷量で見ても約 44%と農薬の使
用量が減少していることが分かる。前年比で
比較すると殺虫殺菌剤が 1.01、除草剤が 1.05
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となり、これまで農薬の出荷量は減少し続け
ていたが、剤によっては増加に転じている。
登録農薬原体数は平成26年3月現在561種で
あり，近年増加傾向にある。平成元年以降の
用途別農薬出荷量と登録農薬数の推移を図１
に示す。 

 
図 1 農薬出荷量と登録農薬数の推移 

 
個別の農薬原体について見ると，平成 23

農薬年度の出荷量と比較して20%以上出荷量
が増加し、全国出荷量が 50t 以上だった主要
な農薬原体として、塩基性塩化銅、グリホサ
ートカリウム塩、S-メトラクロール、グリホ
サートイソプロピルアミン塩、有機銅、TPN、
マンゼブ、ダイムロン、チアジニル、ピラク
ロニル、プロパモカルブ塩酸塩、メフェナセ
ット、プロスルホカルブ、チオファネートメ
チル、ジラム、フルトラニル、フェントラザ
ミド、アトラジン、プロベナゾール、ホセチ
ル、ブロモブチド、マンネブ、テブコナゾー
ル、DCMU が該当した。マンゼブ、ジラム、
マンネブとジチオカーバメート系農薬の増加
が顕著であった。これらの農薬のうち塩基性
塩化銅、グリホサート、S-メトラクロール、
チアジニル、ピラクロニル、プロパモカルブ
塩酸塩、プロスルホカルブ、フルトラニル、
フェントラザミド、テブコナゾールは旧分類
でリストアップされていない農薬であったが
今回の改定において塩基性塩化銅、プロパモ
カルブ塩酸塩、プロスルホカルブ以外は対象
農薬リスト掲載農薬類もしくは要検討農薬類
としてリストアップされている。プロスルホ
カルブは比較的新しい農薬であり、プロパモ
カルブ塩酸塩についても調査報告が少ない。
また、今年度は、昨年度の DDVP のような失
効に伴い出荷量が大きく減少した農薬は存在
しなかった。 

 
2)農薬類実態調査結果の解析 
 今年度は全国 14 水道事業体（八戸圏域水道
企業団、仙台市、茨城県、千葉県、東京都、
埼玉県、神奈川県、神奈川県内広域水道企業
団、新潟市、奈良県、大阪市、神戸市、広島
市、福岡県南広域水道企業団）で行われた農
薬実態調査結果を集計し，検出された農薬に
ついてとりまとめた。 
対象とした水道事業体では，分解物、酸化

物も含め合計 213 種類の農薬がモニタリング
され河川水 46 種、原水 88 種、浄水 28 種の農
薬が検出されている。今年度の特徴として、4
月に農薬の分類見直しが発表されたため、十
分な検討は行えていないが、各水道事業体が
独自にモニタリング農薬を設定していること
から測定農薬数がこれまでと比べて増加して
いる。内訳を見ると対象農薬リスト掲載農薬
類は対象としたいずれかの水道事業体で測定
を行っているが、測定を行っている事業体数
が 2 事業体以下の農薬が 22 種類あった。要検
討農薬類のうち 5 農薬がいずれの事業体でも
測定されていなかった。 

H25 年度の実態調査における河川水、原水、
浄水別の検出最大濃度、検出率を解析した結
果を以下に示す。河川水では、検出最大濃度
が 1µg/L を超えた農薬はピロキロン、ブロモ
ブチド、ジノテフラン、ベンタゾン、2,4-D
の 5 農薬であった（図 2）。また、検出濃度は
ピロキロン、ブロモブチド、ジノテフラン、
ベンタゾンが高かった。ネオニコチノイド系
農薬のジノテフランは、検出濃度が上昇して
おり（図 3）、今回の改正で対象農薬リスト掲
載農薬類にリストアップされた農薬であるた
め、今後、一層の調査が必要である。検出回
数で見るとベンスルフロンメチル、ベノミル、
イミダクロプリド、ブロモブチドデブロモも
比較的検出回数が多かった。個別検出指標値
ではピロキロン、フェニトロチオンが最大値
で 0.1 以上の値を示したが、特に高い数値は
見られなかった。いずれの農薬もこれまでの
検出実績がある農薬で大きな傾向の変化見ら
れなかった。 
浄水では、検出最大濃度が 0.1µg/L を超え

た農薬はブロモブチド、ダラポン、ベンタゾ
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ン、ピラゾスルフロンエチル、ピラクロニル、
ピロキロン、ブロモブチドデブロモ、カフェ
ンストロール、チオジカルブの 9 農薬であっ
た。特にブロモブチド、ダラポンは 1µg/L を
超える値で検出されている。ダラポンに関し
ては、農薬だけではなく消毒副生成物由来で
あり、他の農薬と別の視点で対策を考慮する
必要があるが、ブロモブチドとブロモブチド
デブロモに関してはこれまで同様高い値で検
出されている。また、検出濃度の積算値でも
ブロモブチドは 20µg/L を超えており、原水の
結果と比較しても高い値と言える。個別検出
指標値ではブロモブチド、ピラクロニル、カ
ルボフラン、ダラポン、カフェンストロール
の 5 農薬が最大値で 0.01 以上の値を示した
（図 4）。 

 

図 2 原水の農薬検出濃度（H22～H25） 

 

図 3 ジノテフランの検出濃度の推移 

 
図 4 浄水における個別検出指標値の推移 

3)各水道事業体における農薬実態調査の解析 
 水稲栽培、果樹栽培、ゴルフ場等で使用さ
れる農薬が検出されているが、最近の検出状
況は過去に比べ低い値となっている場合があ
った。田植えの時期や稲作における水管理に
ついて農協より指導が行われており、改善の
効果がみられる。 
 毎年 7 月中旬に流域水田において殺虫剤の
バイジット粒剤（含有成分：MPP）が一斉散
布され、原水の∑値を上昇させる要因となり、
H21 年度には過去最大の 0.889 を示した地点
があったが、H22 年度以降は一斉散布が中止
され MPP はほとんど検出されず、Σ 値の上昇
はみられなくなった（図 5） 

 
図 5 原水検出指標値の推移（H20～H25） 

 
水源のダムへの流入河川で、37 種類の農薬

が検出された地点では、ピロキロン、ブロモ
ブチドが高い濃度で検出され、また、フェニ
トロチオンが突発的に目標値の10%を超える
濃度で検出される場合があった。農薬の検出
時期が（消毒副生成物低減化のための）活性
炭注入時期に重なっている場合は、浄水での
検出が抑制された（図 6）。 

 

 

図 6  流入河川、S 浄水場原水、浄水での
検出指標値の推移 
 
4)水道統計を用いた農薬の測定体制と検出状
況について 
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水道統計をもとに、H21 年度における全国
の水道事業体の農薬の検査体制について解析
を行ったところ、全対象水道事業 1554 件のう
ち、原水における農薬の測定事業数は 644 件、
検出水道事業数は 175 件（27%）であった。
原水での検出農薬数では、1 種類であった事
業数が 62、2 種が 31、3 種が 26 であり、以下
順に減少傾向であった。年間測定回数が多い
と 10 種以上の農薬が検出される場合もあり、
測定回数が多いと農薬の検出される率が高く
なった（図 7）。測定回数が多い事業は、元々
農薬類が検出される可能性が高い地域である
可能性もあるが、農薬に関する監視が有効に
行われていると考えられる。 
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図 7 測定農薬類数に対する検出水道事業数
の分布（年間測定回数による分類） 

 
5)用途別出荷量、分解性等による検出可能性
に関する検討 
農薬出荷量，畑地に対する出荷量，水田に

対する出荷量，土地面積，降水量，土壌中で
の吸着性・土壌と水中分解性に関するスコア
値，ADI の項目を使い，全国値と地域最大値
の 24 指標を作成し，それらを組み合わせた合
計 48 パターンの組み合わせを用いて，いずれ
の指標の組み合わせを用いた場合が最も効率
よく監視農薬を選定できるか検討した．その
結果，指標 C4(畑地出荷量/ADI/降水量)の地域
最高値と指標 C8(水田出荷量×10（̂スコア A+
スコア B-6）/ADI/降水量)の地域最高値の組み
合わせを用いた場合が最も効率よく監視農薬
を選定できることが分かった．水田出荷量に
基づく指標 C8 の組み合わせについては，従
来の総出荷量に基づく指標C2(出荷量/ADI/降
水量)に比べ，本研究で考案した畑地出荷量に

基づく指標 C4 が，僅かであるが選択効率が
向上した結果であり，畑地に使用された農薬
の検出可能性をより精度良く評価できると考
えられた．そのため，指標 C4 と C8 の組み合
わせを用いることで，用途別の検出可能性を
考慮した効率的な監視農薬の選定が行えると
ともに，それによる適切な水質管理への寄与
が期待できる． 
 
6)新規農薬の実態調査 
神奈川県相模川流域での河川水について、

要検討項目、その他農薬類から農薬９項目の
測定を行った。殺虫剤、殺菌剤であるネオニ
コチノイド系農薬については、農薬散布時期
の５月の調査でイミダクロプリドを中心に検
出されたが、11 月には濃度は定量下限値以下
となった。一方、都市部の除草剤として用い
られるブロマシルについては、５月よりも 11
月の調査で濃度が高くなる採水地点が多かっ
た。 

 
7)新規農薬の実態調査と検出特性 
神奈川県鶴見川流域において 2013 年 5 月

~11 月に行った 5 地点、28 回の測定結果では、
59 種類の農薬のうち調査検出された農薬は
24 種類であった。検出率ではテブコナゾール
（99%）、オリサストロビン（E）（55%）、テ
フリルトリオン（34%）、オリサストロビン（Z）
（33%）、ブロマシル（32%）、アメトリン
（23%）、ジノテフラン（20%）、ピリミノバ
クメチル（E）（20%）の 8 農薬が検出率 20%
以上と比較的高い頻度で検出された。検出最
高濃度ではテフリルトリオン（0.19µg/L）、ベ
ンフレセート（0.15µg/L）、ピリミノバクメチ
ル（E）（0.11µg/L）、ブロマシル（0.11µg/L）、
テブコナゾール（0.06µg/L）アメトリン
（0.05µg/L）が比較的高かった。個別検出指
標値（検出濃度/目標値）はテフリルトリオン
の 0.09 であった。 
テフリルトリオンは水稲適用の除草剤で近

年出荷量が増加している農薬の一つである。
図 8 に調査地域のテフリルトリオンの検出濃
度の推移と降雨量を示す。上流の水田の影響
を受けやすい地点で検出された。農林水産省
が公表しているH25年度の水田面積とテフリ
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ルトリオンの都道府県別出荷量から水田単位
面積当たりのテフリルトリオン出荷量を算出
すると、出荷量では新潟県、山形県、秋田県、
岩手県が多く、東日本の稲作が盛んな地域で
出荷量が多い傾向が認められた。今後調査を
実施し、検出実態を把握する必要性が高いと
考える。 

 

図 8 テフリルトリオンの検出濃度と降雨量
の関係 
 
ブロマシルは非農耕地適用の除草剤であり、

「農薬要覧 2013」から算出した年間出荷量は
78t である。今回の調査から鶴見川流域にお
いては降雨量と検出濃度に一定の関係が見ら
れることから、河川敷や公園等での散布後の
降雨の影響が考えられる。 
テブコナゾールは非水稲適用の殺菌剤であ

り、「農薬要覧 2013」から算出した年間出荷
量は 92t と比較的使用量の多い農薬である。
都道府県別の出荷量を見るとそのほとんどが
北海道である。今回の調査で全ての地点で調
査期間を通じて継続的検出されている。しか
し、栽培されている作物や適用のある製剤に
ついて調査を行ったが、起源について明らか
にすることはできなかったが、継続的に検出
されていることから農地以外での要因も含め
引き続き調査を継続する必要があると考える。 
 
8)新規農薬の安全性評価手法に関する検討 

LDH アッセイによる細胞膜障害性につい
ては、数条件下をのぞき、最大作用濃度であ
る 1mg/mL においても細胞膜傷害作用を示す
ことはなかった。細胞膜阻害作用を示した場
合も、10%以上の細胞膜傷害性を示さなかっ
たことから、本年度実施した物質と作用条件

では、細胞膜を傷害する作用は認められない
と考えられた。 
これらのネオニコチオイド系殺虫剤とその

塩素処理生成物の作用に要する時間がさらに
長時間必要なのか、有害影響を及ぼす作用点
が細胞膜とは異なっていると推測された。し
かし、未検討の物質と作用条件があることか
ら、引き続き検討を行い、最終的な結論を導
く予定である。 
 
9) 水質事故事例物質に関する検討 
 これまで水質事故の原因となった化学物質
について、リスト化を行ったところ、ヘキサ
メチレンテトラミン、シクロヘキシルアミン、
3,5-ジメチルピラゾール、フェノール類、硫
酸アミド等塩素との反応性が高く、分解物や
異臭の原因となる物質、塩素酸・過塩素酸な
どの陰イオン、界面活性剤・油等比較的活性
炭に吸着しやすい物質が挙げられた。今後一
層の情報収集を行う予定である。 
 
10)水道統計等における水質測定頻度の検討 
農薬の中でも検出率の高いブロモブチドの

測定回数と検出濃度を比較したところ、年 1
回の測定における測定値が最も高かった。農
薬の測定回数は少ないが、水域への農薬散布
時期等を考慮して測定を行っている事業体で
は、濃度が高い時期に調査が行われているた
め測定値が高かった可能性がある。一方で年
10 回以上調査している地点では最高値の濃
度は測定回数 1 回の箇所より若干低かったが、
最高値と平均値の差が大きいことが分かった
（図 9）。 

 

図 9 原水中のブロモブチド（農薬） 
測定回数と測定結果との関係 
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消毒副生成物であるが、浄水における検出
頻度が高いクロロホルムについて、同様の解
析を行ったところ、測定回数が年 12 回を超え
る地点では、平均値、最高値ともに基準値
（0.06mg/L）より低く、平均値は基準値の約
半分より低かったが、測定回数が年 4 回の場
合は、平均値、最高値ともに基準値や基準値
の半分を上回る場合が見受けられた（図 10）。
年 4 回は、水道水質の検査回数に定められた
「概ね 3 月に 1 回以上」の最低回数に該当す
る検査頻度であり、そのような頻度の場合は、
水質管理に対する留意が払われにくい場合が
あることが示唆された。浄水処理に影響を与
える項目とそれらの物質の分類、測定回数、
変動に関する試行的な解析を行った。今後、
測定回数、変動幅に関するさらなる解析を行
うとともに、水質管理のあり方について一層
の検討を行いたい。 
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図 10 浄水中のトリハロメタンの測定回数
と測定結果との関係 
 
Ｅ．結論 
1)農薬の使用量推移等に関する検討 
 これまで農薬の出荷量は減少し続けていた
が、剤によっては増加に転じている。登録農
薬原体数は平成 26 年 3 月現在 561 種であり、
増加傾向にあった。特に使用量が近年増加傾
向で評価値の低い農薬について、今後も調査
を行う必要がある。 
2)農薬類実態調査結果の解析 
 対象とした水道事業体では，分解物、酸化
物も含め合計 213 種類の農薬がモニタリング
され河川水 46 種、原水 88 種、浄水 28 種の農
薬が検出された。 
3)各水道事業体における農薬実態調査の解析 

 水稲栽培、果樹栽培、ゴルフ場等で使用さ
れる農薬が検出されているが、最近の検出状
況は過去に比べ低い値となっている場合があ
った。田植えの時期や稲作における水管理に
関する指導等による改善の効果がみられる。
一方で、検出が増加している農薬もあり、注
意が必要である。 
4)水道統計を用いた農薬の測定体制と検出状
況について 
全対象水道事業 1554 件のうち、原水におけ

る農薬の測定事業数は 644 件、検出水道事業
数は 175 件（27%）であった。年間測定回数
と検出率に関連が見られた。 
5)用途別出荷量、分解性等による検出可能性
に関する検討 
指標 C4(畑地出荷量/ADI/降水量)の地域最

高値と指標 C8(水田出荷量×10^（スコア A+
スコア B-6）/ADI/降水量)の地域最高値の組み
合わせを用いた場合が最も効率よく監視農薬
を選定できることが分かった。 
6)新規農薬の実態調査 
殺虫剤、殺菌剤であるネオニコチノイド系

農薬については、農薬散布時期の５月の調査
でイミダクロプリドを中心に検出された。 
7)新規農薬の実態調査と検出特性 
 ブロマシルは非農耕地適用の除草剤であり、
降雨量と検出濃度に一定の関係が見られるこ
とから、河川敷や公園等での散布後の降雨の
影響が考えられる。テブコナゾールは非水稲
適用の殺菌剤であり、今回の調査で全ての地
点で調査期間を通じて継続的検出された。 
8)新規農薬の安全性評価手法に関する検討 

LDH アッセイによる細胞膜障害性につい
ては、数条件下をのぞき、最大作用濃度であ
る 1mg/mL においても細胞膜傷害作用を示す
ことはなかった。未検討の物質と作用条件が
あることから、引き続き検討を行う必要があ
る。 
9)水質事故原因物質に関する検討 
 これまで水質事故の原因となった化学物質
について、リスト化を行った。 
10) 水道統計等における水質測定頻度の検討
化学物質・農薬の濃度は、変動が大きく、デ
ータ解析を行う際は、濃度変動を踏まえ、測
定時期、回数に関する検討も必要である。 
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